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子 育 て ・ 教 育

大田区奨学生募集

1①妊娠中の方②2歳～就学前の幼児
3区内実施医療機関
6会場へ申し込み
7健康づくり課健康づくり担当
t5744-1661f5744-1523

2①12月1日(月)午後②12月9日(火)午前③12月11日(木)午後
④12月17日(水)午前

4か月児・1歳6か月児・3歳児健康診査
お子さんの受診日などは、区HPをご覧いただくか、地域健康課へお問い合わ
せください。該当者には郵送でお知らせします。健康診査は、乳幼児の発育状
態などの診査、必要に応じ保健・心理・歯科・栄養相談を行います。

開催方法・会場・時間は区HPをご覧ください。
1区内在住の妊娠中の方、家族など
6電子申請7地域健康課

歯科相談＊
13歳未満（障がいのあるお子さんは就学前まで）

むし歯予防・歯みがき教室
むし歯予防の話と仕上げ磨きの練習
13歳未満6電子申請

栄養相談＊
離乳食の進め方や、幼児食の量・内容などの相談育児学級

（生後7・8か月）

育児学級
（生後9～11か月）

大森

調布

蒲田

糀谷･羽田

2回食への進め方、
お口の発達とむし歯予防

３回食への進め方、
家族の食事について

育児学級
（1歳～1歳3か月）
幼児食への進め方、
むし歯予防のポイント

事業名　 日時・申込方法など会場

12月5日(金) 

12月19日(金) 

12月4日(木) 

12月16日(火)

12月9日(火) 

12月2日(火) 

12月11日(木) 

12月18日(木)

午前10時～11時

6電子申請

6問合先へ電話

大森

調布

蒲田

糀谷･羽田

離乳食の進め方
(生後5・6か月)＊
離乳の開始について

12月4日(木)午後 

12月19日(金)午後 

12月17日(水)午後 

12月11日(木)午前

大森

調布

蒲田

糀谷･羽田

大森

調布

蒲田

糀谷･羽田

歯科・栄養
妊娠中、産後の歯や食事のポイントについて学びます。
2①12月8日(月)午後②12月18日(木)午後③12月25日(木)午後

乳幼児向け 　地域健康課の健診

出産準備教室

土曜日開催

平日開催
沐浴、妊婦さんの体と心の変化、産前産後の生活について学びます。

212月6・13・20日(土)※午前の部・午後の部有り
沐浴、産前産後のママとパパの変化の違い、両親での子育てについて学びます。

※問い合わせは催しごとに記載の地域の地域健康課へ
＊は地域健康課に電話予約
※健康に関する相談はいつでも受け付けています

7地域健康課業務係　
　  大森t5764-0661f5764-0659
　  調布t3726-4145f3726-6331
　  蒲田t5713-1701f5713-0290
　  糀谷・羽田t3743-4161f6423-8838

よくもく

妊娠中に1回、2歳から就学前まで4回、無料で歯科健康診査を受けられます。
※受診券を持参してください

歯科健康診査受けていますか？
①妊婦歯科健康診査 ②幼児歯科健康診査・フッ化物塗布

登記、相続、遺言、借地借家、債務整理、成年後見などの相談に司法書士がお
応えします。
211月16日(日)午前10時20分～午後4時40分3区役所本庁舎2階
5先着48名611月4～7日午前10時～午後3時に予約受付専用電話(t
3731-6200)へ電話
7広聴広報課広聴担当
t5744-1135f5744-1504

学校精神保健講演会
生きづらさを抱えた不登校児童・生徒への寄り添い方を、こどものメンタル
ヘルスの専門医が話をします。

ピアノ愛好家なども愛用している
スタインウェイピアノを弾いてみませんか。

211月20日(木)午後２時～３時30分
3池上会館5先着70名
6当日会場へ
7学務課保健給食担当
t5744-1431f5744-1536

学習塾などの受講料や高校・大学受験料の貸し付けを無利子で行います。高校・
大学などに入学した場合に償還免除申請することで返済が免除になります。
申請書は問合先で配布しています。詳細はお問い合わせください。

令和8年4月に高校などへ進学する生徒を対象として募集します。
1次の全てに該当する方※選考有り
①給付する日の1年前から、引き続き区内に居住している保護者などに扶養さ
れている
②令和8年4月に学校教育法で定める高等学校、高等専門学校、専修学校(高
等課程)に進学予定
③令和7年度住民税非課税世帯の生徒(生活保護受給世帯は除く)
④学業成績が平均3.0以上
●支給額＝8万円(入学準備金相当として1回限り)
611月4日～令和8年1月9日(消印有効)に問合先へ申込書(問合先で配布。
区HPからも出力可)などを郵送か持参
※選考基準など詳細はお問い合わせください
7福祉管理課援護係
t5744-1245f5744-1520

1中学3年・高校3年生か、これに準ずるお子さんを養育し、世帯収入が一定
の基準以下であるなどの要件に該当する方
　　　　　学習塾などの受講料＝上限30万円
　　　　　受験料　高校受験＝上限27,400円、大学など受験＝上限12万円
●申請期限=令和8年1月30日
7(社福)大田区社会福祉協議会
t3736-2026f3736-2030

文 化

勝海舟の薫陶を受け、海外に渡った若者たちに関する手紙の数々から、
国際的人材の育成における海舟の役割などを紐解きます。
211月14日(金)～令和8年3月8日(日)
※月曜休館(祝日の場合は翌日)
※令和8年1月20日(火)は展示替えのため休館
4300円(小中学生100円(各種割引有り))
8勝海舟記念館
t6425-7608
f6425-7610

1区内在住・在勤・在学の18歳以上の方
2①12月15日(月)②12月16日(火)
※ともに午後1時～4時30分
5抽選で各7名
611月1～21日に電子申請
8アプリコ
t5744-1600
f5744-1599

1区内在住・在勤・在学の小学生以上の方※小学生は保護者同伴
212月21日(日)①午前10時～11時②午前11時30分～午後0時30分
③午後2時～3時④午後3時30分～4時30分
5先着各20名
610月31日～12月15日に電子申請
8大田区民プラザ
t3750-1611f6715-2533

勝海舟記念館企画展
海舟に続け！若者たちの異国見聞

アプリコ特別体験企画

12月4日(木) 

12月3日(水) 

12月17日(水) 

12月10日(水)

イヤイヤ期などの子育ての話やグループワークを行います。

12月29・30日に、保護者の就労などで保育が必要なお子さんをお預かりします。
●実施園＝大森西第二・大森北・池上第三・田園調布二丁目・東糀谷・矢口第
二・蒲田本町保育園
●保育時間・料金=午前7時30分～午後6時30分、1人1日3,000円
1次のどちらかに該当する生後4か月以上の未就学児
①区内の認可保育園、東京都認証保育所、小規模保育所、定期利用保育室
などに在園
②区内在住で集団保育が可能
5選考で各60名610月31日～11月17日(必着)に問合先へ申込書と保護
者全員分の勤務証明書(問合先か区立保育園で配布。区HPからも出力可)
を持参。問合先のみ郵送、電子申請も可
7保育サービス課管理係
t5744-1279f5744-1715

1おおむね1歳6か月～2歳6か月のお子さんの保護者
212月8・15日(月)午前10時～11時30分
3蒲田地域庁舎
5先着12名※保育(未就学児12名)有り
6電子申請。11月4日から受け付け
7蒲田地域健康課健康事業係
t5713-1702f5713-0290　

ハッピー子育て（2日制）ハッピー子育て（2日制）ハッピー子育て（2日制）ハッピー子育て（2日制）

妊婦歯科
健康診査

幼児歯科健康診査・
フッ化物塗布

年末保育

中学・高校生などに向けた支援制度のお知らせ

●支給額

受験生チャレンジ支援貸付事業

スタインウェイピアノを弾こう2025
大田区民プラザ

くん とう

ひも

勝海舟肖像写真（明治）

バックステージツアー

お気軽にご相談ください

司法書士による無料法律相談会
1区内在住・在勤・在学の女性で、家庭・人間関係などでお悩みの方
2月・金曜＝午前10時～午後1時
　火・木曜＝午後1時～4時
　土曜＝午後1時～7時
※相談受付は終了時間の30分前まで
3エセナおおた
6面談は相談専用電話で事前予約※保育(1歳以上の未就学児。面談希望日
の7日前までに要予約)有り
●相談専用電話t3766-6581

女性のためのたんぽぽ相談(電話・面談)

1配偶者からの身体的・精神的などの暴力でお悩みの方
2月～金曜(休日、年末年始を除く)午前9時～午後5時
●相談専用電話t6423-0502

7人権・男女平等推進課人権・男女平等推進担当
t5744-1610f5744-1556

大田区DV相談ダイヤル

1配偶者からの身体的・精神的などの暴力、家庭・家族、人間関係などでお悩
みの方
2第2・4金曜(休日、年末年始を除く)午後5時～8時
※相談受付は終了時間の30分前まで
●相談専用電話t6404-6020

男性相談ダイヤル

1精神に障がいのある方の家族など
2土曜、午後1時～4時（1人30分程度）
●相談専用電話t5700-0045
7(社福)大田区社会福祉協議会
t3736-2022f3736-5590

精神障がい者家族のための電話相談大田区保護司会による更生保護相談

①弁護士による法律相談～日常生活上の法律問題全般～
2毎週火曜(第5火曜を除く)、午前10時～正午（1人40分）
②公正証書であんしん生活相談～公証人による委任契約、遺言などの相談～
2第3木曜、午前10時～正午（1人30分）
③司法書士による成年後見制度専門相談～成年後見制度の利用方法・後見
人業務の実務など～
2第1・2・4木曜、午前10時～正午（1人1時間）

1区内在住・在勤・在学の方6問合先へ電話
7(社福)大田区社会福祉協議会
t3736-2022f3736-5590

福祉法律相談

会場・問合先日時

金曜（休日を除く）、
午前10時～午後3時

月～金曜(休日を除く)、
午前10時～午後４時

水曜(休日を除く)、
午前10時～午後４時

区役所本庁舎2階
総務課総務担当t5744-1142

更生保護サポートセンター(北蒲広場内)
相談専用電話t3739-1734

更生保護サポートセンター嶺町分室
相談専用電話t3722-7931

法律相談など

更生保護、いじめ、非行問題など

女性・DV・男性の相談

7総務課総務担当
t5744-1142f5744-1505

①～③いずれも


